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令和８年４月１５日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和６年（行ウ）第４０５号 再審査申立棄却命令取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和８年１月１４日 

判決 

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 

主文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用（補助参加によって生じた費用を含む。）は原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

処分行政庁が平成３１年（不再）第８号事件について令和６年５月８日付けで

した命令を取り消す。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

原告は、港湾産業や港湾関連事業の労働者を中心に組織された労働組合である

Ａ１組合（以下「Ａ１組合」という。）の支部の一つであり、補助参加人（以下「参

加人」という。）は、物的流通に関する流通物の検数、検量、検査その他の事業を

営む一般社団法人である。 

参加人、Ｃ１法人、Ｃ２法人及びＣ３法人（以下、これらの法人を「４協会」

という。）並びにＣ４労連、Ｃ５協議会、Ｃ６労連、Ａ２支部（以下「Ａ２支部」

という。）、Ａ３支部及びＡ４支部は、平成１３年１月２３日、検数・鑑定検量業

務は、４協会職員及び４協会に指定された事業体（以下「指定事業体」という。）

に所属する労働者をもって遂行するよう努力するものとすることなどを内容とす

る確認書を締結した。 

原告は、参加人との間で、指定事業体からの職員採用に関し、「平成２８年度か

ら平成３０年度まで、毎年度約１２０名の採用を実施するよう努力する」と記載
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された平成２８年３月２３日付け確認書（以下「２８.３.２３確認書」という。）

を締結していたところ、参加人に対し、①平成２８年８月２４日付けで指定事業

体であるＣ７会社（以下「Ｃ７会社」という。）の職員である原告の組合員３名に

つき、②同年１０月３日付けで指定事業体であるＣ８会社（以下「Ｃ８会社」と

いう。）の職員である原告の組合員１名（以下、①及び②の組合員の双方又は一方

を「本件組合員」という。）につき、それぞれ、参加人への転籍に関する団体交渉

の申入れ（以下「本件団交申入れ」という。）をし、参加人からこれを拒否された

（以下「本件団交申入れ拒否」という。）。 

原告は、本件団交申入れ拒否につき、労働組合法（以下「労組法」という。）７

条２号の不当労働行為に該当するとして、大阪府労働委員会（以下「大阪府労委」

という。）に誠実に団体交渉に応じること（ただし、本件団交申入れのうちＣ８会

社の職員に関するものについては、申立てを取り下げた。）並びに謝罪文の掲示及

び手交を求めて救済申立て（以下「本件救済申立て」という。）をしたところ、平

成３１年２月１２日付けでこれを棄却する旨の命令（以下「本件初審命令」とい

う。）がされた。原告は、これを不服として、中央労働委員会（以下「中労委」と

いう。）に再審査申立て（以下「本件再審査申立て」という。）をしたところ、令

和６年５月８日付けで、参加人は本件組合員の労組法上の使用者ということはで

きないとして、これを棄却する旨の命令（以下「本件命令」という。）がされた。 

本件訴訟は、原告が、参加人は本件組合員の労組法７条２号の「使用者」に当

たると主張して、本件命令の取消しを求める事案である。 

２ 前提事実（当事者間に争いのない事実、証拠及び弁論の全趣旨により容易に認

められる事実） 

⑴ 当事者等 

ア 参加人等について 

(ｱ) 参加人は、肩書地に本部を、横浜、名古屋、大阪などに支部を置き、物

的流通に関する流通物の検数、検量、検査その他の事業を営む一般社団法
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人であり、その職員数は平成３１年４月１日現在１３９５名である。 

なお、職員の大半は、Ｃ９組合（以下「Ｃ９組合」という。）に加入して

いる。 

参加人は、平成１３年１月２３日、Ｃ１法人、Ｃ２法人及びＣ３法人（参

加人と併せて４協会）並びにＣ４労連、Ｃ５協議会、Ｃ６労連、Ａ２支部、

Ａ３支部及びＡ４支部とともに、検数・鑑定検量業務は、４協会職員及び

４協会に指定された事業体（指定事業体）に所属する労働者をもって遂行

するよう努力するものとすることなどを内容とする確認書を締結した。 

(ｲ) Ｃ７会社は、名古屋市に本社を置き、平成１８年３月１５日に設立され

た。Ｃ８会社は、大阪市に本社を置き、同月３１日に設立された。両社は、

参加人の指定事業体であり、設立当初から、それぞれ参加人との間で、参

加人の検数業務に関連して業務委託契約を締結していた。 

イ 原告 

(ｱ) 原告は、港湾産業や港湾関連事業の労働者を中心に組織された労働組合

であるＡ１組合（Ａ１組合）の支部の一つであり、肩書地に事務所を置き、

その組合員数は、本件再審査申立てに係る審問終結時点で約９００名であ

った。 

(ｲ) Ｃ７会社の職員３名が原告に加入し、原告のＡ５分会（以下「Ａ５分会」

という。）が平成２７年９月２５日に結成された。なお、Ｃ７会社には、原

告のＡ５分会のほかに、Ａ２支部のＡ６分会（以下「Ａ６分会」という。）

があり、同分会の組合員数は平成２８年１月現在２１名である。 

また、Ｃ８会社の職員１名が原告に加入し、原告のＡ７分会が平成２８

年２月９日に結成されたが、同組合員は、平成３０年９月３０日、Ｃ８会

社を退職し、原告を脱退した。 

ウ Ａ８労連及びＢ１法人 

(ｱ) 原告の上部団体であるＡ１組合は、Ａ８労連（以下「Ａ８労連」という。）



- 4 - 

に加盟している。Ａ８労連は、港湾運送事業に従事する労働者を組織する

港湾関係の労働組合を構成員とする連合団体である。 

他方、参加人は、Ｂ１法人（以下「Ｂ１法人」という。）に加入している。

Ｂ１法人は、全国の港湾運送事業者及び関連事業者を会員とする事業者団

体である。 

(ｲ) Ｂ１法人とＡ８労連及びＣ10同盟による協定において、これら三者の団

体交渉は、「労働組合法に基づくところの交渉権の行使であることを確認

する。名称は、中央港湾団体交渉とする。」とされ、中央港湾団体交渉の

もとに、業種別による問題又は専門的具体的事項について、必要に応じて

専門部会等を置くこととされている。 

検数検量事業（検査事業）の問題については、検査部会が設置されてい

る。労使双方が参加する検査部会（「労使検査部会」）に対応して、労使各

側がそれぞれ検査部会（「労側検査部会」及び「業側検査部会」）を設け、

労使検査部会への対応等を協議している。原告は労側検査部会の一員であ

り、参加人は業側検査部会の一員である。 

また、中央港湾団体交渉に係る懸案諸事項を協議するため、労使政策委

員会が設置され、さらに、業種別又は専門的具体的事項に関する協議等の

ため、労使政策委員会の下に小委員会が設置されている。 

⑵ ２８.３.２３確認書等の締結 

ア 原告と参加人は、平成２８年３月２３日付けで、「指定事業体からの職員

採用に関しては、平成２８年度から平成３０年度まで、毎年度約１２０名の

採用を実施するよう努力する。」ことを確認する内容の２８.３.２３確認書を

締結した。 

イ 原告と参加人は、同日付けで、「Ｚ法人と、Ｘ支部は、Ｃ７会社の労働問

題について、金壱億円の「解決金」をもって和解する。」と記載された和解書

（以下「２８.３.２３和解書」という。）を締結し、参加人は、同日、原告に
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対し、１億円を解決金として支払った。 

ウ 原告とＣ７会社は、同日付けで、原告とＣ７会社が、同社が平成２７年１

２月２２日に受けた名古屋南労働基準監督署からの是正勧告に関し、①労働

基準法３７条５項に該当しない手当を割増賃金の基礎となる賃金に算入し、

不足額は遡及して支払うこと、②不足額の支払方法及び遡及期間などにつき

労使協議の上誠意をもって対応することを確認する内容の確認書（以下「２

８.３.２３Ｃ７確認書」という。）を締結した。 

⑶ 本件団交申入れ拒否及び本件救済申立て 

ア 原告は、参加人に対し、①平成２８年８月２４日付け書面（以下「２８.

８.２４団体交渉申入書」という。）により、２８.３.２３確認書に基づき、

Ｃ７会社で働く本件組合員を参加人の正規労働者として移籍（転籍）させる

ことについて団体交渉を申し入れ、②参加人大阪支部に対し、同年１０月３

日付け要求書（以下「２８.１０.３要求書」という。）により、また、Ｃ８会

社に対し、同日付け要求書により、それぞれ、２８.３.２３確認書に基づき、

Ｃ８会社から参加人への本件組合員の無条件転籍の実行及び同転籍に係る交

渉を要求した（本件団交申入れ）。 

イ 前記アの①の団体交渉の申入れ（以下、単に「団交申入れ」という。）に

つき、参加人は、原告に対し、同年９月１４日付け書面により、Ｃ７会社の

職員と参加人とは労使関係になく、参加人は団体交渉を受ける立場にない旨

を回答した。前記アの②の団交申入れにつき、参加人大阪支部は、原告に対

し、同年１０月２４日付け書面により、Ｃ８会社の職員である本件組合員と

参加人とは労使関係になく、参加人は団体交渉を受ける立場にない旨回答し

た。（本件団交申入れ拒否） 

ウ 原告は、同年１１月１６日、大阪府労委に対し、本件団交申入れ拒否につ

き、誠実に団体交渉に応じること並びに謝罪文の掲示及び手交を求めて救済

申立て（本件救済申立て）をした。 
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エ 原告は、平成３０年１０月３０日、前記ウの申立てについて、本件団交申

入れのうちＣ８会社の職員に関する誠実団交応諾を求める申立てを取り下げ

た。 

⑷ 参加人とＣ７会社及びＣ８会社の労働者派遣契約について 

ア Ｃ７会社の職員１６名（うち３名はＡ５分会の本件組合員であり、１３名

はＡ６分会の組合員である。以下「別件地位確認訴訟判決原告ら」という。）

は、それぞれ、平成２９年１０月３１日付けで、参加人に対し、「労働契約の

申込に対する通知」と題する書面により、参加人は労働者派遣事業の適正な

運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下「労働者派遣法」と

いう。）４０条の６第１項５号に該当するため、上記職員１６名に対し労働契

約の申込みをしたものとみなされることを指摘した上、当該申込みに対して

承諾の意思表示を行った。上記各書面は、同年１１月１日、参加人に到達し

た。 

イ 別件地位確認訴訟判決原告らは、同月２８日、参加人に対し、労働者派遣

法４０条の６第１項５号に基づき労働契約上の権利を有する地位にあること

の確認を求める訴えを名古屋地方裁判所に提起した。同地方裁判所は、令和

２年７月２０日、参加人が同号に該当する行為（いわゆる偽装請負）を平成

２８年３月３１日まで行っており、同項本文に基づく労働契約の申込み（以

下「本件労働契約のみなし申込み」という。）の効力は平成２９年３月３１日

まで存続していたが、これに対する別件地位確認訴訟判決原告らの承諾の意

思表示は認められないとして、別件地位確認訴訟判決原告らの請求を棄却す

る旨の判決を言い渡した。別件地位確認訴訟判決原告らは、令和２年７月２

９日、同判決について、名古屋高等裁判所に控訴したが、同高等裁判所は、

令和３年１０月１２日、控訴を棄却する旨の判決を言い渡した。別件地位確

認訴訟判決原告らは、同月２７日、同判決について、上告及び上告受理申立

てをしたが、同年１２月２８日、上告を取り下げた。最高裁判所は、令和４
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年５月２７日、上告受理申立てを受理しないとする決定をした（以下、同決

定により確定した名古屋高等裁判所の上記判決を「別件地位確認訴訟判決」

という。）。 

⑸ 本件救済申立てについて 

ア 大阪府労委は、平成３１年２月１２日付けで、本件救済申立てを棄却する

旨の命令（本件初審命令）をした。 

イ 原告は、同月２７日、本件初審命令を不服として、中労委に対し、本件初

審命令の取消し及び参加人が本件団交申入れに応じなかったことについての

救済を求めて再審査申立て（本件再審査申立て）をした。 

ウ 中労委は、令和６年５月８日付けで、参加人は本件組合員の労組法上の使

用者ということはできないとして、本件再審査申立てを棄却する旨の命令（本

件命令）をした。 

エ 原告は、同年１０月９日、本件訴訟を提起した。 

３ 争点 

参加人が本件組合員の労組法７条の「使用者」に該当するか否か。 

４ 争点に関する当事者の主張 

（原告の主張） 

⑴ 労組法上の使用者性について 

不当労働行為の主体は「使用者」であるが、労組法７条は「使用者」につい

て定義していないため、「使用者」の概念は法解釈に委ねられているところ、

団結権への侵害を事実上排除して正常な労使関係を確立しようとする不当労働

行為法の趣旨・目的からして最も重要なのは、法形式のいかんにかかわらず、

労働関係に対して実質的に影響力・支配力を行使する者の労働組合への不当な

侵害を排除することである。したがって、労組法７条の「使用者」とは、労働

関係に対して、不当労働行為法の適用を必要とするほどの実質的な支配力ない

し影響力を及ぼす地位にある者と広く解すべきであり、それが不当労働行為救
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済制度の趣旨・目的に照らして妥当である。 

参加人は、Ｃ７会社の労働者の労働条件に対して強く支配するとともに強い

影響力を行使しており、参加人の使用者性は明らかである。 

これに対し、本件命令は、労組法７条の使用者について、労働契約上の雇用

主がこれに該当するものの、必ずしも同雇用主に限定されず、雇用主以外の者

であっても、例えば、当該労働者の基本的な労働条件等に対して、雇用主と部

分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有している者や、

当該労働者との間に近い将来において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ

具体的に存する者もまた雇用主と同視できる者であり、これらの者は、その同

視できる限りにおいて同条の「使用者」と解すべきであるとしている。しかし、

当該基準は、「使用者」の範囲を著しく限定し、正常な集団的労使関係秩序の

迅速な回復、確保を図るという不当労働行為救済制度の趣旨・目的にそぐわず、

相当ではない。もっとも、本件では、本件命令が採用する前記基準によっても、

参加人は、労組法７条の「使用者」に該当する。 

⑵ ２８.３.２３確認書と参加人の使用者性 

ア ２８.３.２３確認書の内容、参加人の団体交渉における使用者性 

２８.３.２３確認書には、「指定事業体からの職員採用に関しては、平成２

８年度から平成３０年度まで、毎年度約１２０名の採用を実施するよう努力

する」と記載されている。この意味内容については、文言及び確認書締結の

経緯や当事者の意思によって解釈すべきである。原告は、交渉過程で参加人

の主張する地域職員制度を前提とした採用を拒否しており、また、２８.３.

２３確認書には採用試験を実施するなどの条件が付されていないため、地域

職員制度を前提としない無条件での採用（移籍・転籍）であることが念頭に

置かれていた。２８.３.２３確認書は、参加人との間で締結されたものであ

るため、採用の対象には本件組合員が含まれ、また、「努力」とは実行するこ

とを意味する上、採用を前提として採用条件・労働条件は別途協議すればよ
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く、当該協議の成立も見込まれた。さらに、具体的な採用の時期、人数の合

意があったことも認められる。これらのことからすると、２８.３.２３確認

書は、参加人が原告に対して具体的に本件組合員の直接雇用を約束するもの

であったといえる。 

仮に２８.３.２３確認書によって、参加人が雇用の努力義務を負うにとど

まるとしても、原告と参加人との間の文書での約束であるから、どのような

努力をしたのか、採用の具体的結果はどうだったのか、なぜ採用人員が確認

書記載のとおりに達成できなかったのかなどについて、確認書締結の当事者

であり履行の主体である参加人が団体交渉を拒否することは、禁反言の法理

に照らしても許されない。 

イ 支配力基準、雇用主同視基準での参加人の使用者性 

(ｱ) 現実的かつ具体的な支配の基準（支配力基準） 

本件においては、参加人は、本件組合員の基本的な労働条件等について

雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができ

る地位にあるものと評価される。 

参加人は、指定事業体の一つとしてＣ７会社を設立して以来、一貫して、

Ｃ７会社の業務面や、同社の職員の労働条件について支配してきた。その

支配は、平成２８年１月２９日までは、参加人を注文者、Ｃ７会社を請負

人とする請負契約の形式で行われていたが、実際の業務命令は、参加人か

らなされており、偽装請負であった。また、参加人は、自社の役員を在籍

出向させて、Ｃ７会社の役員とし、Ｃ７会社を全面的に支配してきた。平

成２７年４月１日及び平成２８年４月１日のいずれの時点においても、Ｃ

７会社の取締役は、全員が当時参加人の職員であった。 

参加人が、２８.３.２３確認書において、指定事業体であるＣ７会社の

職員についての雇用を同社の了解を取らずに約束したことは、Ｃ７会社の

職員の雇用そのものについて現実的かつ具体的に支配・決定する地位にあ
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ったことのあらわれである。 

参加人は、２８.３.２３確認書と同時に締結された２８.３.２３和解書

において、愛知県労働委員会（以下「愛知県労委」という。）への救済申立

ての対象となった数々の不当労働行為を指す「Ｃ７会社の労働問題」につ

いて、参加人が和解の当事者として１億円もの高額の解決金を支払ってい

る。同和解書にいう解決の意味は、労働委員会への救済申立てを取り下げ、

Ｃ７会社の労働問題について円満に協議を進めて解決するとの趣旨であり、

参加人が使用者であるとの主張を原告が撤回する趣旨のものではなかった。

さらに、参加人の労務部長は、参加人がＣ７会社の職員の雇用問題につい

て、同社の職員に対する賃金の未払に関し、同社の提案を原告に伝えるな

ど積極的に介入した。これらのことからすれば、Ｃ７会社の労働問題につ

いて、参加人が使用者として行動していたといえる。 

以上の点からすれば、参加人が一方当事者であった直接雇用問題につい

て、参加人の使用者性は認められるべきである。 

(ｲ) 雇用関係の成立する現実的、具体的可能性の基準（雇用主同視基準） 

参加人と本件組合員とは、２８.３.２３確認書の締結によって近い将来

において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存在するに至っ

たため、参加人の使用者性は認められる。すなわち、２８.３.２３確認書

には、参加人が指定事業体の職員の採用に関し、「平成２８年度から平成３

０年度まで、毎年度約１２０名の採用を実施するよう努力する」ことが確

認されている。「採用」の主体は参加人であるから、この確認書は、参加人

が、指定事業体の職員との間で、直接の雇用関係締結の努力をすることを、

原告に対して約束したものであることは明らかであり、近い将来に雇用関

係が成立する可能性が現実的かつ具体的に存在する。 

また、Ａ８労連が指定事業体の職員を４協会で直接雇用するよう運動を

展開する中で、原告と参加人が交渉を重ね、２８.３.２３確認書を締結す
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るに至ったのであり、業界全体における、また、原告と参加人との間での

労使関係のこのような一連の展開に着目するならば、指定事業体をめぐる

問題は労使自治に基づいて解決に近づいていたと見ることができるから、

参加人は本件組合員との間に近い将来において雇用関係の成立する可能性

が現実的かつ具体的に存する者といえる。 

⑶ 労働契約申込みみなし制度に基づく使用者性 

ア 申込みがみなされている以上、近い将来本件組合員との間で雇用関係が成

立する可能性が現実的かつ具体的に存するといえること 

派遣労働者の労働契約の相手方は派遣元であるが、労働者派遣法の枠組み

により派遣先と派遣労働者との関係で私法上の権利義務が創設される場合に

は、近い将来において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存す

るため、派遣先は派遣労働者との団体交渉に応じるべき使用者に該当すると

ころ、労働者派遣法４０条の６第１項により、偽装請負等の違法派遣におい

て労働者派遣の労務提供を受けている者は、派遣労働者に対して当該派遣就

労に係る労働条件と同一の労働条件で直接雇用の申込みをしたものとみなさ

れる。そのため、派遣先との労働契約が直接成立していないとしても、近い

将来において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存する。 

少なくとも本件団交申入れ時点において、労働者派遣法４０条の６第１項

柱書及び５号により、参加人からＣ７会社の本件組合員に対し、直接雇用の

申込みがみなされているため、派遣労働者である本件組合員が承諾さえすれ

ば雇用関係が成立する状態にあり、客観的に、近い将来において派遣労働者

である本件組合員との間で雇用関係が成立する可能性が現実的かつ具体的に

存するといえる。 

労働契約申込みみなし制度が偽装請負などの「法違反の是正方法として派

遣先で雇用させることが、派遣先の法違反への関与実態等からしても妥当で

あるもの」を対象に申込みをみなすものとした制度であることからしても、
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みなし申込みが存在する場合には、直接雇用の原則に回帰すべき派遣先が直

接雇用をすべき立場にあるといえ、直接雇用後の労働条件等についての団交

申入れについて応ずべき立場にある。 

イ みなし申込みを前提とした採用を要求していなかったことを理由に使用者

性を否定する主張について 

被告は、原告がみなし申込みを前提とした採用を要求していなかったこと

から、みなし申込みを前提とする主張が使用者性を根拠づけるものではない

と主張する。 

しかし、客観的に近い将来において派遣労働者との間に雇用関係が成立す

る可能性が現実的かつ具体的に存し、かつ採用後の労働条件等に関する申入

れであるにもかかわらず、みなし申込みを前提にした申入れについては使用

者性が認められ、そうでない団交申入れについては使用者性が否定されるの

は、不合理である。原告が偽装請負状態にあり申込みがみなされている状態

にあることを認識できないまま本件団交申入れをしたのは、参加人が、労働

者が知り得ない参加人とＣ７会社との間の契約形式について偽装請負を隠蔽

するという労使間の信義に悖る行為をしたためであり、これにより参加人が

団体交渉に応ずべき立場を免れることになるのは不当である。 

ウ 雇用契約が成立しているため使用者に当たること 

(ｱ) 直接雇用の要求が承諾にあたること 

本件団交申入れ等において原告が本件組合員を代表して行った要求の本

質は、直接雇用であり、本件組合員としては、直接雇用後の労働条件につ

いては、採用時の絶対条件としていたわけではなく、直接雇用を実現した

後に交渉する趣旨であった。雇用契約の成立には、労務提供及び賃金支払

の意思表示が合致していれば足りるところ、原告を通じて表示された本件

組合員の要求の本質（意思）が参加人による直接雇用を求めるものである

以上、同要求により、少なくとも本件組合員から参加人に対する労務提供
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及び参加人から本件組合員への賃金支払という点において意思表示の合致

が認められるから、上記直接雇用の要求が承諾と評価でき、参加人と本件

組合員との間で雇用契約が成立している。 

よって、遅くとも本件団交申入れがされた平成２８年８月２４日及び同

年１０月３日並びに参加人が団体交渉を拒否した同月２４日の時点では、

参加人からの直接雇用のみなし申込みがあり、かつ、本件組合員の承諾が

あったので、参加人と本件組合員との間に雇用契約が成立しており、参加

人は使用者に当たる。 

(ｲ) 組合員から改めて承諾がなされた時点においても申込みみなし規定の適

用があること 

偽装請負を適法な派遣に変更することは、それまで派遣労働者ではなか

ったものを新たに労働者派遣の対象とするのであるから、派遣労働者に、

その旨を明示して、派遣労働者から同意を取得しなければならない。派遣

労働者の同意は、指揮命令権の譲渡に対するものであるから、同意なくし

て、派遣先は、派遣労働者に対する指揮命令権を取得し、行使できない。

派遣労働者の同意を欠くために、適法かつ有効な労働者派遣とならない以

上、「労働者派遣以外の名目で契約を締結し」たとはいえず、なお偽装請負

の労働者派遣法違反は終了しておらず、みなし申込みは、契約形式を労働

者派遣に変更した平成２８年４月１日以降も継続している。したがって、

本件組合員が改めて承諾の意思表示を行った平成２９年１０月３１日の時

点においても、参加人から本件組合員に対する直接雇用の申込みがみなさ

れている状態にあったため、同時点で参加人と本件組合員との間に雇用契

約が成立している。 

よって、仮に直接雇用の要求が承諾に当たらないとしても、本件組合員

から改めて承諾がなされた時点においても申込みみなし規定の適用がある

ため、平成２９年１０月３１日時点で参加人と本件組合員との間に雇用契
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約が成立しており、参加人は使用者に当たる。 

（被告の主張） 

以下によれば、参加人は、本件組合員の労組法上の使用者ということはできな

い。 

⑴ 労組法上の使用者性について 

労組法７条は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促

進するために、労働者が自主的に労働組合を組織し、使用者と労働者の関係を

規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること、及びその他の団体行

動を助成しようとする労組法の理念に反する使用者の一定の行為を禁止するも

のであるから、同条にいう「使用者」は、同法が上記のように助成しようとす

る団体交渉を中心とした集団的労使関係の一方当事者としての使用者を意味し、

労働契約上の雇用主がこれに該当するものの、必ずしも同雇用主に限定される

ものではない。雇用主以外の者であっても、例えば、当該労働者の基本的な労

働条件等に対して、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体

的な支配力を有している者や、当該労働者との間に近い将来において雇用関係

の成立する可能性が現実的かつ具体的に存する者もまた雇用主と同視できる者

であり、これらの者は、その同視できる限りにおいて労組法７条の「使用者」

と解すべきである。 

本件において、参加人と本件組合員との間に雇用関係は存在しないから、参

加人が、本件の団体交渉事項に関して労組法７条の使用者に当たるといえるか

どうかは、上記の説示のうち、雇用主以外の場合に関して述べたところによる

べきである。 

⑵ ２８.３.２３確認書に関する原告の主張について 

ア 現実的かつ具体的な支配の基準（支配力基準）に関する原告の主張につい

て 

原告は、参加人がＣ７会社職員の基本的労働条件等を現実的かつ具体的に



- 15 - 

支配、決定していたと主張するが、以下のとおり、理由がない。 

(ｱ) 参加人とＣ７会社の請負契約が偽装請負であったとの認定をした別件地

位確認訴訟判決が確定していることは認められるが、同判決ではＣ７会社

職員の労働契約上の地位確認請求自体は棄却されているところ、偽装請負

の事実のみをもって直ちに参加人がＣ７会社職員の雇用そのものについて

現実的かつ具体的に支配していたとはいえない。 

(ｲ) Ｃ７会社が参加人の指定事業体であり、同社の代表取締役が参加人から

の出向社員であったことや、参加人の職員がＣ７会社の職員に対し日常の

業務内容についての指導や注意を行い、出勤時間等を通知していたことは

認められるが、それらのことをもって直ちに参加人がＣ７会社職員の労働

条件にとどまらず、その雇用について現実的かつ具体的に支配していたと

はいえない。 

(ｳ) ２８.３.２３確認書は、その文言や、参加人による組合員の直接雇用を

めぐり、その採用時の労働条件については、原告及び参加人の主張が対立

しており、同確認書の締結に至るまでの間において、合意に達していたと

はいえないことからすれば、参加人が指定事業体から毎年度約１２０名の

職員採用について努力することを確認するにすぎず、Ｃ７会社の職員の雇

用を約束するものとはいえないから、参加人が、２８.３.２３確認書を締

結したからといって、Ｃ７会社の職員の雇用そのものについて、現実的か

つ具体的に支配していたとはいえない。 

(ｴ) 参加人は、２８.３.２３和解書を原告と締結し、１億円の解決金を原告

に支払っている。 

しかし、同和解書には、参加人と原告は、「Ｃ７会社の労働問題について、

金壱億円の「解決金」をもって和解する。」と記載されているのみで、参加

人がＣ７会社職員の労組法上の使用者であることを確認したものではない。

また、同和解書が締結された当時の状況をみると、原告は、参加人に対し、
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本件組合員の参加人への無条件転籍を要求していたほか、Ｃ７会社の未払

割増賃金の遡及払等について団体交渉を申し入れていたところ、参加人に

拒否されたため、愛知県労委に対し、参加人はＣ７会社職員の労組法上の

使用者であると主張して、この団体交渉拒否だけではなく、Ａ２支部組合

員に対する配置転換及び出勤停止処分、組合員に対する残業差別について

も救済申立てをしており、上記救済申立てを２８.３.２３和解書締結後に

取り下げているが、同和解書に基づく解決金を受領して参加人が使用者で

あるとの主張を含む上記救済申立てを取り下げたものとみるのが自然であ

り、同和解書は参加人がＣ７会社職員の労組法上の使用者であることを確

認したものではないから、参加人が、原告の主張どおりに労組法上の使用

者であることを認めてなお解決金をも支払ったとみるのは困難である。さ

らに、Ｃ７会社の未払割増賃金について、原告は、同社との間で、支払方

法などについて協議すること等を内容とする２８.３.２３Ｃ７確認書を締

結し、同社と団体交渉を行って、同社から解決金を受領している。このよ

うな当時の状況からしても、参加人が、２８.３.２３和解書においてＣ７

会社の労働問題について解決金を支払う約束をし、この解決金を支払った

からといって、Ｃ７会社の職員の労組法上の使用者として行ったというこ

とはできない。 

(ｵ) Ｃ７会社の長時間労働の是正等に関する原告の要求については、原告と

Ｃ７会社との間で割増賃金の不足額の支払方法などにつき協議することな

どを内容とする２８.３.２３Ｃ７確認書が締結された経緯からすれば、Ｃ

７会社の未払割増賃金については、基本的に原告と同社との間で協議を行

うことになっていたものといえ、原告とＣ７会社の複数回の団体交渉によ

り、同社が１２００万円の解決金を支払うことで解決されており、参加人

が主導的に解決を図ったとはいえない。原告は、交渉相手であるＣ７会社

の対応に不満がある都度、参加人の労務部長に苦情を訴え、同部長がそれ
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をＣ７会社に伝え、更にそれを踏まえた同社からの提案を原告に伝えるこ

とはあったと推測されるが、同部長は自身が連絡を受けた原告からの苦情

に対し受動的に取次ぎ等をしたにすぎず、同部長が原告とＣ７会社の協議

に積極的に介入したとはいえない。 

イ 雇用関係の成立する現実的、具体的可能性の基準（雇用主同視基準）に関

する原告の主張について 

２８.３.２３確認書によって、参加人は、平成２８年度から平成３０年度

まで、指定事業体から毎年度約１２０名の採用を実施するよう努力する義務

を負うにとどまり、毎年度約１２０名の現実の雇用を実現する義務はなく、

採用条件や採用後の労働条件について末だ合意のない本件組合員を現実に雇

用する義務はないから、同確認書によって、参加人と本件組合員の間に近い

将来において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存するとはい

えない。 

⑶ 労働者派遣法４０条の６第１項に基づく原告の主張について 

ア 申込みがみなされていることに基づく原告の主張について 

原告が一貫して参加人の正規職員と同一の労働条件による本件組合員の直

接雇用を要求していたことからすれば、原告が本件団交申入れにおいて要求

していた２８.３.２３確認書に基づく本件組合員の転籍は、参加人が本件組

合員との間で参加人の正規労働者と同一の労働条件で雇用することを内容と

する労働契約を締結させることを意味するものであって、労働者派遣法４０

条の６に基づいた派遣元と同一労働条件を内容とする労働契約の申込みに対

する承諾により、近い将来における雇用関係成立の可能性があることを前提

とするものではなかったといえる。 

したがって、労働者派遣法４０条の６第１項による本件労働契約のみなし

申込みは、参加人が本件団交申入れに応ずべき立場にあることを根拠づける

ものとはいえない。 
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原告は、参加人が偽装請負を隠蔽するという信義に悖る行為をし、それに

よって原告及び本件組合員が本件労働契約のみなし申込みを知り得なかった

ことから使用者性が根拠づけられると主張するが、別件地位確認訴訟判決に

おいて、本件組合員の代理人であったＡ１組合が申込みみなし制度を明確に

認識し意識していたことは、大阪府労委の不当労働行為救済命令申立事件に

おける主張を見れば明らかであり、それにもかかわらず、Ａ１組合は本件労

働契約のみなし申込みと異なる内容の要求を続けた旨認定されており、原告

及び本件組合員が本件労働契約のみなし申込みを知り得なかったということ

自体に無理がある。 

イ 雇用契約が成立したとの原告の主張について 

(ｱ) 直接雇用の要求が承諾にあたるとの原告の主張について 

２８.８.２４団体交渉申入書は、２８.３.２３確認書に基づき、Ｃ７会

社で働く本件組合員を参加人の正規労働者として移籍（転籍）させること

について団体交渉を申し入れるもので、２８.１０.３要求書は、２８.３.

２３確認書に基づき、Ｃ８会社から参加人への本件組合員の無条件転籍に

ついて交渉を要求するものであり、本件労働契約のみなし申込みに対する

本件組合員の承諾の意思を表示したものと認めることはできない。 

また、原告は、Ａ８労連の方針に沿って、一貫して参加人の正規職員と

同一の労働条件による本件組合員の直接雇用を要求していたことからする

と、原告が、このような従来からの方針を変更して、本件団交申入れにお

いて、指定事業体と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みを承諾

することを前提として、本件組合員の移籍（転籍）について団体交渉を申

し入れたものと解することもできず、一旦、本件組合員が本件労働契約の

みなし申込みに対して承諾の意思表示をした上で、原告が直接雇用の条件

について団体交渉を申し入れたものとみることもできない。 

したがって、原告が本件団交申入れにおいて参加人に本件組合員の直接
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雇用を要求したことは、本件労働契約のみなし申込みに対する承諾と評価

することはできない。 

(ｲ) 組合員から改めて承諾がなされた時点においても申込みみなし規定の適

用があるとの原告の主張について 

別件地位確認訴訟判決のとおり、本件労働契約のみなし申込みの効力が

存続していたのは平成２９年３月３１日までであるから、同年１０月３１

日に本件組合員が承諾の意思表示を行ったとしても、参加人と本件組合員

との間で労働契約が成立することはない。 

（参加人の主張） 

⑴ 労組法上の使用者性について 

労組法７条の「使用者」は団体的労使関係の一方当事者を意味するところ、

基本的に団体的労使関係は労働契約関係を基盤として成立するため、ここにい

う「使用者」としては、通例、労働契約関係にある雇用主が想定されている。

もっとも、厳密な労働契約関係にない場合であっても、労働契約関係に「①近

似」ないし「②隣接」する関係がある場合には、例外的に、労働関係上の諸利

益を取り巻く団体的労使関係があるとして、使用者性が肯定され得る。 

具体的には、「①近似」する関係として、既存の労働契約関係に関し、雇用主

ではないが、当該労働契約関係における労働者の基本的な労働条件等について

雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定する

ことができる地位にある場合には、当該労働条件等に関する部分的な「使用者」

性を認め、あるいは、「②隣接」する関係として、近い将来において労働契約

関係が成立する可能性が現実的かつ具体的に存在する場合には、近い将来に成

立する当該労働契約関係における雇用主（「当該労働者との間に、近い将来に

おいて雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存する者」）を「使用

者」と認めるのである。 

以上のとおり、労組法７条の使用者性を肯定するには、労働契約上の使用者
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ではないとしても、少なくとも労働契約関係に近似ないし隣接する関係が必要

である。 

⑵ ２８.３.２３確認書について 

ア 現実的かつ具体的な支配の基準（支配力基準）に関する原告の主張につい

て 

そもそも参加人がＣ７会社を現実的かつ具体的に支配していたと評価すべ

き具体的事実は存しないが、仮に、労働契約関係に「①近似」する関係があ

ったとしても、２８.８.２４団体交渉申入書は、２８.３.２３確認書に基づ

き、新たに参加人との間で労働契約の成立を求めるものであり、既存のＣ７

会社・本件組合員間の労働契約関係における労働者の基本的な労働条件等に

ついて、雇用主ではないものの、参加人が使用者として団体交渉に応じるべ

きであると主張するものではない。よって、「①近似」のケースで問題となり

得るような、既存の労働契約関係（Ｃ７会社・本件組合員間）における労働

条件等について参加人が具体的な支配・決定をしていたか否かといった事情

は、本件における使用者性の判断基準との関係で関連性を有しない。すなわ

ち、本件団交申入れは、既存のＣ７会社・本件組合員間の労働契約関係にお

ける労働者の基本的な労働条件等について、参加人を当該労働条件等に関す

る部分的な「使用者」と位置づけて団体交渉を求めるものではないから、「①

近似」の関係から本件団交申入れについて部分的な使用者性が認められる余

地はない。 

イ 雇用関係の成立する現実的、具体的可能性の基準（雇用主同視基準）に関

する原告の主張について 

２８.３.２３確認書は、参加人による「指定事業体からの職員採用」に関

し、３年間について「努力する」ことを謳うものにすぎず、参加人の採用の

自由を何ら制約するものではない。そればかりでなく、広く「指定事業体か

らの職員採用」に関する確認書であって、その中でも本件組合員だけに言及
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して採用の可能性を左右するような取り決めはなされていない。よって、２

８.３.２３確認書は、本件組合員各人、あるいは、特定の一部の者との関係

で、参加人が「当該労働者との間に、近い将来において雇用関係の成立する

可能性が現実的かつ具体的に存する者」であるというべき根拠にはならない。 

⑶ 労働者派遣法４０条の６第１項に基づく原告の主張について 

労働者派遣法４０条の６第１項５号に基づく申込みみなしに関する本件組合

員の承諾の意思表示が認められないことは、既に別件地位確認訴訟判決の判断

が確定している。 

本件団交申入れは、指定事業体の趣旨からするとＣ７会社は参加人の退職者

の受け皿であるべきであるのに現状そうなっていないことを問題視し、Ｃ７会

社職員である本件組合員を参加人に移籍させるべきであるという考えから行わ

れているものであり、しかも、参加人との間で、今後、直接雇用の対象者、移

籍時期、労働条件等について具体的な協議を行うことを予定したものであった。 

したがって、本件団交申入れは、本件組合員からの個別の授権を受けて原告

が代理人として承諾を行うものでもなければ、労働者派遣法４０条の６第１項

に関する法律関係の主張を前提に団体交渉を求めるものでもなかった。 

また、仮に、原告が労働者派遣法４０条の６第１項により直接雇用の申込み

があったとみなされることを前提としていたのであれば、単純に本件組合員が

承諾の意思表示をすれば採用という目的が達成できるのであって、団体交渉と

いう方法で直接雇用について交渉する必要などないはずであり、本件団交申入

れが、労働者派遣法４０条の６第１項の規定する法律関係の主張とは全く無関

係に直接雇用に関する交渉を求めるものであったことは明らかである。 

そして、仮に労働者派遣法４０条の６第１項５号に該当する状況があったと

しても、本件団交申入れが当該状況とは関係なく将来における団体交渉により

直接雇用を目指すものである以上、その時点で参加人が採用の自由（採用しな

い自由）を行使できるのであり、労働契約関係に「②隣接」する関係がある（近
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い将来において労働契約関係が成立する可能性が現実的・具体的に存在する）

とはいえない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

前記前提事実並びに各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ

る。 

⑴ 指定事業体について 

ア 参加人とＣ７会社、Ｃ８会社の関係 

(ｱ) ４協会並びにＣ４労連、Ｃ５協議会、Ｃ６労連、Ａ２支部、Ａ３支部及

びＡ４支部は、平成１３年１月２３日、次のとおりの内容の確認書及び覚

書を締結した（前提事実⑴ア(ｱ)）。 

ａ  確認書 

(a) 検数・鑑定検量業務は、４協会職員及び４協会に指定された事業体

（指定事業体）に所属する労働者をもって遂行するよう努力するもの

とする。 

(b) 指定される事業体の労働者とは、４協会を退職した検数・検量及び

鑑定技能者で、引き続き就労意思と能力を有する者等とする。 

ｂ 覚書 

検数・検量及び鑑定業務に従事する労働者は、４協会発行の「検数・

検量または鑑定労働者証」を携帯するものとする。 

(ｲ) Ｃ７会社及びＣ８会社は、参加人の指定事業体であり、設立当初から、

それぞれ参加人との間で、参加人の検数業務に関連して業務委託契約を締

結していた（前提事実⑴ア(ｲ)）。 

(ｳ) 平成２６年３月３１日に参加人名古屋支部とＣ７会社が締結した業務委

託契約は、次のとおり定められていた。なお、この業務委託契約の期間は、

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までとされていたが、参加
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人又はＣ７会社から申立てがない場合は、さらに１年延長するものとされ

ていた。 

ａ （業務内容）（抜粋） 

第１条 参加人名古屋支部がＣ７会社に委託する業務内容は別に定め

る「覚書」のとおりとする。但し、検数・検量の証明行為を

除く補助業務とする。 

ｂ （管理業務）（抜粋） 

第４条 

３ Ｃ７会社の職員はＣ７会社の指定する作業着及び安全装備に

ついて正しく着用し、清潔に留意しなければならない。 

ｃ （器具、器材、消耗品、作業着等） 

第５条 委託業務遂行に必要な器具、器材、消耗品については、原則

としてＣ７会社の負担とする。但し、作業着は参加人名古屋

支部の指定する物をＣ７会社に貸与する。 

(ｴ) 参加人とＣ７会社が締結した平成１８年４月１日付け「出向社員に関す

る協定書」によれば、参加人からＣ７会社に出向する社員（以下「出向社

員」という。）の取扱いについては、次のとおり定められていた。 

ａ 出向社員は、Ｃ７会社の就業規則により勤務するものとする。 

ｂ 参加人は、参加人の規定により、月例給与及び賞与を出向社員に支給

する。ただし、月例給与及び賞与の参加人及びＣ７会社の各負担額は、

別に定める覚書による。 

ｃ 昇給、昇格及び賞与の査定については、Ｃ７会社の申請に基づき参加

人が参加人の基準に照らして決定する。 

ｄ 表彰及び懲戒はＣ７会社が行う。ただし、参加人の規定により参加人

もまたこれを行う。諭旨退職以上の措置については参加人が決定する。 

(ｵ) Ｃ７会社のＢ２代表取締役（以下「Ｂ２代表取締役」という。）は出向社
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員であり、その月例給与及び社会保険料は、前記(ｴ)bの協定書の規定によ

る覚書に基づいて、Ｃ７会社が全額負担していた。 

(ｶ) 参加人名古屋支部が作成した平成２７年１２月２４日分の「西部現業一

課手配表」には、本船荷役作業に従事する者として、Ａ５分会の本件組合

員の氏名が含まれていた。 

なお、本船荷役作業は、参加人の職員と同じ作業着を着用したＣ７会社

の職員だけで行われ、Ｃ７会社の職員だけで仕事が回らない場合は、参加

人の職員も作業に加わることがあり、また、日常の業務内容についての指

導や注意は、Ｃ７会社からではなく、定期的に安全パトロールとして巡回

してきた参加人の職員から行われていた。本件組合員の中には平成２５年

１月にＣ７会社に雇用されてから平成２７年７月まで、翌日の出勤時刻、

残業の有無等について参加人担当者から携帯電話に通知されていた者がい

た。 

さらに、参加人名古屋支部の職員、Ｃ７会社の職員（Ａ２支部に所属す

る組合員を含む。）は、平成２８年１月４日から平成２９年２月６日まで参

加人の担当者からの電子メールにより、翌日の出勤時刻、残業の有無等に

ついて通知されていた。 

また、Ａ５分会の本件組合員は、参加人名古屋支部が発行する身分証明

書、検数・検量事業従事者証又は参加人名が記載された入館証を携帯して

いた。 

(ｷ) 参加人大阪支部が作成した平成２７年１１月５日分の「作業配置日報」

には、Ｃ８会社の本件組合員の氏名が記載されていた。 

イ 指定事業体職員の直接雇用をめぐるＡ８労連の動向 

(ｱ) Ａ８労連は、平成２５年９月の第６回定期大会以降、指定事業体が平成

１３年１月２３日付け確認書に反して若年労働者を新規採用し４協会に派

遣するのは、指定事業体の「濫用」であるとして、これを問題視し、指定
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事業体の職員の労働条件を改善して、労働者派遣法や職業安定法に違反す

る労働実態を解消し、労使協定の趣旨に即して正常化を図るべく、指定事

業体の職員を参加人等の本体において直接雇用することを求めるようにな

った。 

同定期大会議案・資料には、「検査職種対策」として、「一般派遣事業者

から検数・検定事業への派遣を防止するため、指定事業体を介し、独自の

仕組みを行政・当該労使間で確認しているが、昨年の派遣法改正による専

ら派遣を巡っての結論は見出せないでいる。雇用の秩序を維持しながら４

検協会の経営のあり方まで踏み込んで具体的対応をはかる取り組みをすす

める。」と記載されていた。 

(ｲ) 平成２６年９月に行われたＡ８労連の第７回定期大会議案・資料には、

「検査事業の「指定事業体」の問題」として、「指定事業体は、本来「派遣

法の改悪に際して、港労法が適用されていない港湾運送事業（検数・検定・

鑑定事業）に一般派遣を導入させない措置」として「指定事業体を作り、

港湾運送・港湾労働秩序を維持する目的」で設置されたものである。それ

が、時間とともに検査事業のコストセーブの役割を担う事業に変化してい

る。一方で、重なる派遣法の改正によって、「専ら派遣の禁止」との関係で

の指定事業体の存立のありようが問われている。したがって、当初の指定

事業体設立の趣旨に立ち、検査職種労働者と指定事業体で働く仲間の雇用

安定を前提に、当該組合、並びに検査部会で具体的な対策を検討していく

こととする。」と記載されていた。 

(ｳ) 平成２７年９月に行われたＡ８労連の第８回定期大会議案・資料には、

「検査事業の「指定事業体」対策」として、「指定事業体を本来の在り方に

戻し、事業体に働く仲間を経過措置もとりながら本体に移籍させる取り組

みが必要である。その原点から、検査部会において指定事業体の在り方を

具体的に検証し、本来の姿に戻す取り組みを進める。」と記載されていた。 
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ウ 参加人による指定事業体職員の直接雇用 

(ｱ) 参加人とＣ９組合、Ａ４支部及びＡ２支部との間で締結された労働協約

（有効期間が平成２６年１月１６日から平成２９年１月１５日までのもの）

には、団体交渉に関する規定のほか、両者による経営協議会を設けること

が定められていた。 

(ｲ) 参加人は、平成２６年１２月４日、Ｃ９組合及びＡ２支部との経営協議

会において、平成２７年１０月１日を目途に地域限定職員制度を実施した

いとの意向を示した。地域限定職員制度とは、勤務を特定エリア内（所属

事業所）に限定した職員を採用するもので、当面は、 関連会社（指定事業

体）の職員を採用の対象とするものとされていた。 

(ｳ) Ａ１組合及びＡ２支部は、同年３月１１日、参加人に対し、「指定事業体

に関する協定順守について」として、①参加人本体への採用と採用条件、

②参加人本体への採用計画と実績、③参加人本体への採用時の労働条件と

賃金体系、④指定事業体への若年者の採用について、「当組合との中央にお

ける交渉に応じられ、早期に解決されるよう申し入れ」た。 

(ｴ) 参加人は、同年５月２２日、Ｃ９組合及びＡ２支部との経営協議会にお

いて、同年１０月から地域限定職員制度を導入することを提案した。また、

同年６月９日、参加人は、Ａ１組合に対し、前記(ｳ)の申入れについて、「指

定事業体に関する協定の趣旨を理解し、平成２７年１０月から「地域限定

職員制度」を導入することとした。５月２２日に貴労組分会に対する説明

も終了したところであるが 、既存従業員の労働条件に影響する課題もある

ことから、今後も慎重かつ適切な対応で進めてまいりたい。」と回答した。 

(ｵ) 参加人は、地域限定職員制度を地域職員制度に改め、同年８月５日、Ｃ

９組合及びＡ２支部との経営協議会において、その内容について説明した。

Ｃ９組合は、地域職員制度の導入に同意した。 

参加人が説明した地域職員制度の内容の要旨は、次のとおりであり、当
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時の地域職員の応募要領には、①応募資格は、高卒以上の学歴を有する者、

②選考方法は、筆記試験、ＹＧ診断、作文、面接、③提出書類は、履歴書、

直近の健康診断書、卒業証明書と記載されていた。 

ａ 地域職員制度の導入背景について 

事業の安定成長に向けた人員確保が中期的な課題であり、柔軟多様な

働き方が可能となる採用制度として、「地域職員制度」を導入する。 

ｂ 地域職員の定義（概要）について 

特定エリア内（所属事業所）に限定した勤務とし、住所の移動を伴う

転勤がない職員とする。 

ｃ 開始時期について 

平成２７年１０月１日採用分から本制度を導入する。また、来年度以

降も１０月１日を地域職員の採用日とする。 

ｄ 採用支部について 

初年度は名古屋支部、中四国支部、北海道支部の３地区とする。 

ｅ 採用対象者数について 

制度導入初年度であり、経費的な問題や制度運用の問題点などの検証

を行う必要もあることから、平成２７年度の雇用満了者（１２名）分を

目安にし、名古屋支部については７名とする。また、来年度以降も、継

続的に採用を行っていくが、採用枠については年度毎の事業利益や退職

者数との関係もあり、慎重に検討する必要がある。したがって、現時点

では、何年で何名を採用するということは明確にできない。 

ｆ 人選について 

初年度においては、会社（指定事業体）からの推薦者及び移籍希望者

とする。推薦者については、役職者の推薦をもとに協議し、移籍希望者

については職員説明会開催を経て希望者を募る。その後、執務態度・能

力・業績等を精査し、自薦•他薦の全対象者の中から会社として推薦者７
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名を絞り出す。来年度以降は原則公募とし、地域職員を自ら希望し、優

秀な人材と会社が認めた者を対象とする。 

ｇ 採用条件について 

高卒以上の学歴を有するものとし、参加人の正職員採用時と同様の選

考試験を行う。勤続２年以上、年齢２５歳から４５歳が望ましい。 

ｈ 賃金及び処遇について 

本給については当該年度の年齢別最低本給を適用し、昇給についても

金額、時期は参加人職員と同様である。また、その他の手当については

参加人職員と同様であるが、退職金だけは、地域職員としての別テーブ

ルを設ける。 

ｉ 入会時の研修について 

参加人の業務についてこれまでの経験から一定の理解がされているこ

ともあり、新卒採用者とは内容を変えて実施する。 

ｊ 採用後の役職登用及び昇格昇進について 

地域職員の役職については、課長補佐までを上限とする。ただし、課

長以上の昇格昇進については、地域職員の解除をもって可能にすること

を検討課題とする。 

(ｶ) Ｃ７会社は、平成２７年８月下旬、職員に対し、参加人の採用基準に合

致した職員を対象に推薦していきたいとして、①同年９月２日から同月４

日までの間に地域職員制度に関する説明会を行うこと、②希望者は同月８

日まで同社に連絡すること等を告知した。 

(ｷ) 同月２４日、労側検査部会が開催され、参加人から提案があった地域職

員制度について、本体と同一の労働条件を原則とすることに反しているな

どの指摘があり、地域職員制度の実施を中止するよう申し入れることにな

った。Ａ８労連は、同月２５日、参加人に対し、地域職員制度の実施を留

保するよう申し入れた。 
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(ｸ) 参加人は、同年１０月１日に予定していた地域職員制度の実施を見合わ

せた。なお、参加人は、平成２８年２月１日に１０名の地域職員を採用し

た。これらの職員は、平成２７年８月１日付けで参加人に採用された者と

同じであった。 

(ｹ) 同年１０月２７日、労側検査部会が開催された。参加人からＢ３労務部

長（以下「Ｂ３労務部長」という。）、Ｂ４労務部次長が出席し、指定事業

体からの採用について説明した。参加人が提示した資料によれば、指定事

業体からの採用について、参加人は、平成２年から平成２７年までの間に

関連会社（指定事業体）から計１１５名を「全国採用扱い」で採用したが、

同年以降は地域職員制度により採用するというものであった。また、同資

料によれば、同年１０月頃の指定事業体の人員は９４４名であった。 

(ｺ) Ａ８労連は、地域職員制度について、採用試験が行われること、正規職

員よりも賃金が低いこと等を問題視していた。 

(ｻ) Ａ８労連は、平成２８年２月９日、Ｂ１法人に対し、平成２７年度の運

動方針に基づいて指定事業体のあり方を検証した結果、「検数・検定事業者

（Ｚ法人、Ｃ１法人、Ｃ２法人、Ｃ３法人）に対して本来のあるべき姿で

ある定年退職者の受け皿としての指定事業体に戻す取り組みが必要である

との結論に至りました」として、次の各事項について申入れをした。その

後、Ａ８労連は、上記申入れに対する協議が進展していないとして、同年

４月２１日、Ｂ１法人に対し、協議を申し入れた（その後の経過は、後記

⑶ア参照）。 

ａ 検数・検定・鑑定の職場で働く指定事業体職員を検数・検定事業者本

体に採用すること 

ｂ 前記ａの採用者の労働条件は同一を原則として、賃金を含む諸労働条

件を整えていくこと 

ｃ 本体への移行については、３年を目途に対応すること 
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⑵ ２８.３.２３確認書締結に至る経緯 

ア Ａ５分会の結成 

(ｱ) 原告は、平成２７年９月２５日付けで、Ｃ７会社に対し、同社の職員３

名（本件組合員）が原告に加入したことを通知し、就業規則を原告に提出

し、現在の本件組合員の賃金、労働条件を説明すること及び本件組合員を

参加人の職員として移籍（転籍）させること等を要求事項として、団体交

渉の開催を求めた。 

(ｲ) Ｃ７会社では、役員が同年１０月１日に原告のＡ９委員長（以下「Ａ９

委員長」という。）と面会することとした。原告は、参加人名古屋支部に対

し、同支部の支部長もこの面会に同席するよう求めたが、断られた。そこ

で、原告は、その上部団体であるＡ10地本が加盟しているＣ11協議会のＣ12

事務局長（以下「Ｃ12事務局長」という。）に相談し、同月１６日、同事務

局長の同席の下、少なくとも参加人のＢ３労務部長がＡ９委員長と面会し

た。 

イ 原告と参加人、Ｃ７会社のやりとり 

(ｱ) 原告は、Ｃ７会社から本件組合員の賃金について説明を受けたが、未払

割増賃金があるとして、平成２７年１０月１７日、同社に対し、未払割増

賃金や本件組合員に対する残業差別について、団体交渉を申し入れた。ま

た、同日、原告のＡ11副委員長（以下「Ａ11副委員長」という。）が参加人

名古屋支部を訪れ、参加人もこの団体交渉に出席するよう求めた。 

同月２３日、団体交渉が行われた。参加人名古屋支部のＢ５次長（以下

「Ｂ５次長」という。）が出席し、本件組合員に対する差別的な対応は行っ

ていない旨を回答して速やかに退席した。 

その次の団体交渉は、同年１１月６日に原告とＣ７会社により行われた

が、未払割増賃金について、Ｃ７会社がその存在を否認したため、同日、

原告は、名古屋南労働基準監督署に申告をした。 
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(ｲ) 原告は、同日、Ｃ７会社ヘの分会結成通知の中で要求した本件組合員の

参加人への移籍について、同社から、参加人「とは会社組織が異なります

ので、お応えすることはできません」と拒否されたことから、同社を支配

する参加人に対し団体交渉を申し入れるとして、参加人及び同名古屋支部

に団体交渉を申し入れた。Ａ11副委員長が、同月１０日、参加人名古屋支

部に電話をかけたところ、同支部のＢ５次長は、上記の団体交渉申入れを

断った。 

(ｳ) 同月２４日、参加人のＢ６常務（以下「Ｂ６常務」という。）及びＢ３労

務部長が、Ａ９委員長及びＣ12事務局長と面会した。Ｂ６常務及びＢ３労

務部長は、地域職員制度の早期実施に向けて、同制度について説明をした

が、原告側は、本件組合員の参加人への無条件転籍を要求し、これが受け

入れられなければ街宣活動を行う旨を述べた。 

(ｴ) Ｃ７会社は、同年１２月２２日、名古屋南労働基準監督署から、割増賃

金の算定や労使協定を超えた時間外労働について是正勧告を受け、割増賃

金の不足額を遡及して平成２８年２月２９日までに支払うことになった。 

(ｵ) 原告及びＡ２支部は、同年１月６日付け「時間外労働に関する申入れ」

によって、参加人名古屋支部に対し、Ｃ７会社が前記(ｴ)の是正勧告を受け

た件について改善を図るための団体交渉を申し入れるとともに、参加人が

原告とＣ７会社の労使紛争の解決に向けて指導的役割を果たすよう申し入

れ、また、同月１５日付け「時間外労働に関する申入れ」において、参加

人に対し、「１月８日、貴協会名古屋支部Ｂ５次長から「Ｃ７社の是正勧告

であり、Ｃ７がその是正に対応するべきことであるから、Ｚ法人としては

団体交渉には応じられない」旨を当支部Ａ11に電話で回答し、事実上の団

体交渉拒否をしました」として、Ｃ７会社が前記(ｴ)の是正勧告を受けた件

について改善を図るための団体交渉を改めて申し入れるとともに、参加人

が原告とＣ７会社の労使紛争の解決に向けて指導的役割を果たすよう申し
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入れたが、参加人は、労使関係にないとして、これらを拒否した。 

(ｶ) 原告は、同年２月９日付けで、Ｃ８会社に対し、同社の職員１名が原告

に加入したことを通知した。 

(ｷ) 同月１８日、Ｂ３労務部長が原告の事務所を訪れ、Ａ11副委員長に対し、

街宣活動の中止を求めた。 

(ｸ) 原告、Ａ２支部、Ａ６分会のＡ12分会長（以下「Ａ12分会長」という。）

及びＡ13書記長（以下「Ａ13書記長」といい、これら４名を併せて、「原告

及びＡ２支部ほか２名」という。）は、同年３月２日、Ｃ７会社及び参加人

を被申立人として、参加人が、その指定事業体であるＣ７会社の労働者の

労働条件について雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配して

おり、Ａ12分会長に対する配置転換及び出勤停止処分、Ａ13書記長に対す

る残業差別並びに同年１月６日及び１５日の団体交渉申入れを拒否したこ

と（前記(ｵ)）などは不当労働行為であるとして、愛知県労委に救済申立て

をした。 

(ｹ) Ｂ６常務及びＢ３労務部長は、同年３月３日、Ａ９委員長及びＣ12事務

局長と面会した。本件組合員の参加人への転籍について、原告側は、無条

件転籍を主張したが、参加人側は、地域職員制度による採用を主張した。

Ａ９委員長は、原告に対する解決金として１億円を提案した。 

(ｺ) Ｂ３労務部長及びＣ７会社のＢ７管理部長は、同月１１日、原告の事務

所を訪れ、Ｃ７会社の未払賃金及び同年４月１日以降の賃金体系について

説明した。 

ウ ２８.３.２３確認書等の締結 

(ｱ) 原告と参加人は、平成２８年３月２３日、「指定事業体からの職員採用に

関しては、平成２８年度から平成３０年度まで、毎年度約１２０名の採用

を実施するよう努力する。」ことを確認する内容の２８.３.２３確認書を締

結した（前提事実⑵ア）。 
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(ｲ) 原告と参加人は、同日付けで、「Ｚ法人と、Ｘ支部は、Ｃ７会社の労働問

題について、金壱億円の「解決金」をもって和解する。」と記載された２８.

３.２３和解書を締結し、参加人は、同日、原告に対し、１億円を解決金と

して支払った（前提事実⑵イ）。 

(ｳ) 原告とＣ７会社は、同日付けで、原告とＣ７会社が、同社が平成２７年

１２月２２日に受けた名古屋南労働基準監督署からの是正勧告（前記イ(ｴ)）

に関し、①労働基準法３７条５項に該当しない手当を割増賃金の基礎とな

る賃金に算入し、不足額は遡及して支払うこと、②不足額の支払方法及び

遡及期間などにつき労使協議の上誠意をもって対応することを確認する内

容の２８.３.２３Ｃ７確認書を締結した（前提事実⑵ウ）。 

⑶ 本件団体交渉申入れ拒否及び本件救済申立てに至る経緯 

ア Ｂ１法人は、平成２８年４月２７日、Ａ８労連に対し、同年２月９日のＡ

８労連からＢ１法人に対する検数・検定・鑑定の職場で働く指定事業体職員

を検数・検定事業者本体に採用すること等の各事項の申入れ（前記⑴ウ(ｻ)）

について、個別案件の要素が強く、検査部会での対応はなじまない旨回答し

た。その後も、Ａ８労連は、Ｂ１法人や４協会に対し、上記申入れについて

検査部会で協議するよう申し入れた。Ｂ１法人は、同年８月５日、個別企業

の問題であり、検査部会での対応はなじまないとする４協会の見解を回答し

た。 

イ 同月１０日、原告のＡ11副委員長、Ａ２支部のＡ14書記長、Ａ６分会のＡ12

分会長、参加人名古屋支部のＢ８支部長、Ｂ９総務・業務課次長、Ｂ10総務

課長、Ｃ７会社のＢ２代表取締役、Ｂ７労務部長が、参加人名古屋支部で面

談した。Ａ11副委員長が、本件組合員全員を無条件で同年１０月１日に移籍

又は転籍させることを要求した。これに対し、Ｂ10総務課長は、参加人の採

用基準に沿って新規採用と同じ選考試験を行うと説明し、原告からの要求に

応じなかった。Ａ11副委員長は、２８.３.２３確認書があると述べて参加人
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に再考を求めたことから、同年８月１９日までに参加人から原告に回答をす

ることとなった。Ａ11副委員長は、当初から参加人の労働条件によることが

できなくても協議の余地がある旨も述べた。 

ウ 参加人名古屋支部は、同月２３日、原告に対し、同日付け「地域職員採用

の件について」と題する書面をファクシミリ送信した。同書面には、地域職

員採用の件は、同月１０日に原告との懇談会で説明したとおりであり、採用

人数につき、今期の業績が悪化しているため、次により現在採用時期を含め

慎重に検討しており、一人でも多く採用できるよう努力したいと考えている

旨が記載されていた。 

(ｱ) 募集 公募とする。 

(ｲ) 応募資格 Ｃ１法人の採用基準に基づき、高卒以上の学歴を有する者 

(ｳ) 選考 筆記試験、ＹＧ診断、作文、面接 

エ 原告は、参加人に対し、２８.８.２４団体交渉申入書により、２８.３.２

３確認書に基づき、Ｃ７会社で働く本件組合員を参加人の正規労働者として

移籍（転籍）させることについて団体交渉を申し入れた（前提事実⑶ア）。 

オ これに対し、参加人は、同年９月１４日付け書面により、Ｃ７会社の職員

と参加人とは労使関係になく、参加人は団体交渉を受ける立場にない旨回答

した（前提事実⑶イ）。 

カ 原告は、参加人に対し、同月２８日付け書面により、原告からの団体交渉

申入れを拒否したことに抗議し、本件組合員をＣ７会社から参加人に移籍（転

籍）させること等を再度申し入れた。 

キ 原告は、参加人大阪支部に対し、２８.１０.３要求書により、また、Ｃ８

会社に対し、同年１０月３日付け要求書により、それぞれ、２８.３.２３確

認書に基づき、Ｃ８会社から参加人への本件組合員の無条件転籍の実行及び

同転籍に係る交渉を要求した（前提事実⑶ア。本件団交申入れは、この団交

申入れと前記エの団交申入れとを併せたものである。）。 
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ク 参加人は、原告に対し、同月２４日付け書面により、前記オの参加人の同

年９月１４日付け書面のとおり参加人は団体交渉を受ける立場になく、前記

カの原告の同月２８日付け書面を踏まえても参加人の見解に変更はない旨回

答した。参加人大阪支部は、原告に対し、同年１０月２４日付け書面により、

Ｃ８会社の職員である本件組合員と参加人とは労使関係になく、参加人は団

体交渉を受ける立場にない旨回答した。Ｃ８会社は、原告に対し、同日付け

書面により、指定事業体の職員を参加人が採用するかどうかについて同社に

権限はなく、原告からの要望事項について対応できる事項はない旨回答した。

（前提事実⑶イ） 

ケ 原告は、同年１１月１６日、大阪府労委に対し、本件救済申立てをした（前

提事実⑶ウ）。 

⑷ Ｃ７会社及びＣ８会社における諸問題 

ア Ｃ７会社の未払割増賃金について 

(ｱ) Ｃ７会社のＢ７管理部長は、平成２８年３月２８日、Ａ11副委員長に電

話をかけ、原告との２８.３.２３Ｃ７確認書について、１５か月分の未払

割増賃金の遡及払を提案した。 

(ｲ) 原告及びＡ２支部ほか２名は、同月２９日、前記⑵イ(ｸ)の愛知県労委へ

の救済申立てを取り下げた。 

(ｳ) Ａ９委員長は、同月３１日、Ｂ３労務部長と面談し、未払割増賃金の遡

及払の期間を１５か月とした提案（前記(ｱ)）には応じられないと伝えた。

Ｃ７会社のＢ７管理部長は、同年４月１日、Ａ11副委員長に電話をかけ、

未払割増賃金の計算について説明した。Ａ11副委員長は、同日、Ｂ３労務

部長に電話をかけ、上記説明には誤りがあると主張した。 

原告とＣ７会社は、同月２日及び同月１６日、団体交渉を行った。同日

の団体交渉において、Ｃ７会社は、原告に対し、未払割増賃金についての

計算書や新賃金体系の案を示した。Ａ11副委員長は、同月１８日、Ｂ３労
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務部長に電話をかけ、Ｃ７会社の対応について不満を述べた。Ｂ３労務部

長は、同月１９日、Ａ11副委員長に電話をかけ、Ｃ７会社の未払割増賃金

の遡及払に関する提案を伝えた。 

(ｴ) 原告とＣ７会社は、同月２３日、同月３０日、同年５月１４日、同月２

１日及び同年６月４日にそれぞれ団体交渉を行うなどし、最終的に、Ｃ７

会社が、本件組合員らに対し、平成２６年４月から平成２８年３月までの

２４か月分の未払割増賃金を支払い、原告に対し、平成２５年１２月から

平成２６年３月までの組合員に対する４か月分の未払割増賃金相当額を含

む１２００万円を解決金として支払うことが合意された。 

(ｵ) Ｃ７会社は、平成２８年６月９日、原告に対し、前記(ｴ)の解決金を支払

った。 

イ 参加人とＣ７会社及びＣ８会社の労働者派遣契約について 

(ｱ) 平成２７年１０月１日、労働者派遣法４０条の６が施行され、これによ

り、派遣先事業者がいわゆる偽装請負等の違法派遣を受け入れた場合、そ

の時点で、派遣先が派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣元におけ

る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものと

みなされることとなった。 

(ｲ) 参加人大阪支部とＣ８会社は、平成２８年１月１４日、Ｃ８会社が雇用

する労働者を参加人大阪支部に派遣し、同支部は派遣労働者を指揮命令し

て業務に従事させることを目的とする労働者派遣基本契約を締結した。な

お、これより前に参加人とＣ８会社との間で締結された労働者派遣契約は

ない。 

(ｳ) 参加人名古屋支部とＣ７会社は、同月２９日、Ｃ７会社が雇用する労働

者を参加人名古屋支部に派遣し、同支部は派遣労働者を指揮命令して業務

に従事させることを目的とする労働者派遣基本契約を締結した。なお、こ

れより前に参加人とＣ７会社との間で締結された労働者派遣契約はない。 
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(ｴ) 参加人名古屋支部のＢ５次長は、同年３月３０日、Ｃ７会社などの関連

会社に対して、派遣契約の締結に伴い派遣元責任者の役割として労働条件

や就業条件の明示等が必要となる旨を説明した電子メールを送信した。 

(ｵ) 参加人名古屋支部とＣ７会社は、同月３１日、Ｃ７会社の職員の就業場

所（参加人名古屋支部現業一課、同西部現業一課、同西部現業二課、同四

日市事務所）ごとに、業務内容を貨物の検品及び仕分業務その他関連業務、

始期を同年４月１日とした労働者派遣個別契約を締結した。 

(ｶ) 別件地位確認訴訟判決においては、参加人が、労働者派遣法及びこれが

準用する労働基準法等の適用を免れる目的（適用潜脱目的）で、Ｃ７会社

との間で業務委託契約を締結し、労働者派遣法２６条１項各号に掲げる事

項を定めずに、Ｃ７会社から別件地位確認訴訟判決原告らを含む派遣労働

者による労働者派遣の役務の提供を受けるという同法４０条の６第１項５

号に該当する行為（いわゆる偽装請負）を平成２８年３月３１日まで行っ

ており、同項本文に基づく労働契約の申込み（本件労働契約のみなし申込

み）の効力は平成２９年３月３１日まで存続していたが、これに対する別

件地位確認訴訟判決原告らの承諾の意思表示は認められず、参加人に対す

る直接雇用の要求は飽くまで団体交渉の申入れにとどまり、別件地位確認

訴訟判決原告らの参加人に対する何らかの意思表示とみることは困難であ

るなどとして、本件労働契約のみなし申込みに対する承諾の意思表示と評

価することはできない旨が判示され、また、Ｃ７会社の平成２７年４月１

日時点の役職者は、代表取締役１名、常勤取締役１名、非常勤取締役１名、

監査役（非常勤）１名、部長３名、係長７名、経理等担当者１名であった

ところ、そのうち代表取締役、常勤取締役は、参加人の嘱託職員でもあっ

たこと、上記非常勤取締役、部長３名及び監査役は、いずれも参加人名古

屋支部の次長職又は課長職でもあったこと、Ｃ７会社の平成２８年４月１

日時点の役職者は、代表取締役１名、常勤取締役１名、非常勤取締役１名、
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監査役（非常勤）１名、部長２名、係長６名、経理等担当者１名であった

ところ、そのうち常勤取締役は、参加人の嘱託職員でもあり、部長１名は、

参加人の職員であったこと、上記代表取締役、非常勤取締役、監査役及び

部長１名は、参加人名古屋支部の次長職又は課長職でもあったことが認定

された。（前提事実⑷イ） 

２ 労組法７条の「使用者」の意義について 

⑴ 労組法７条にいう「使用者」とは、一般に労働契約上の雇用主をいうもので

あるが、同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、

是正して正常な労使関係を回復することを目的としていることにかんがみると、

雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務

に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とは

いえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位に

ある場合には、その限りにおいて、上記事業主は同条の「使用者」に当たると

解するのが相当である（最高裁平成７年２月２８日第三小法廷判決・民集４９

巻２号５５９頁参照）。そして、このことを敷えんするならば、同条の使用者は、

労働者と雇用関係のある使用者のほか、当該労働者の基本的な労働条件等に対

し、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有

している者や、近い将来において労働者と雇用関係が成立する現実的かつ具体

的な可能性がある者など、雇用関係に近似し、又は隣接する関係を基盤とする

者がこれに当たるものである。その上で、直接の雇用関係のない派遣先等が「使

用者」として団体交渉義務を負うのは、①就労状況に照らし、雇用関係に近似

した関係が成立していると認められる場合、すなわち、派遺先等が交渉事項に

ついて雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的、具体的な支配をして

いると認められる場合、又は、②雇用関係に隣接した関係が成立していると認

められる場合、すなわち、近い将来において労働者と雇用関係が成立する現実

的かつ具体的な可能性がある場合において、当該交渉事項に限って認められる
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と解するべきである。 

⑵ これに対し、原告は、労組法７条の「使用者」とは、労働関係に対して、不

当労働行為法の適用を必要とするほどの実質的な支配力ないし影響力を及ぼす

地位にある者と広く解すべきである旨主張する。 

しかしながら、労組法７条の「使用者」は、労組法が助成する団体交渉を中

心とした団体的労使関係の当事者としての使用者を意味する独自の概念ではあ

るものの、労使関係は雇用関係を基盤として成立するものであり、同条２号は、

その文言上、「使用者が雇用する労働者」の代表者との団体交渉の拒絶を不当

労働行為としている。加えて、同条の「使用者」に該当するとされた者は、誠

実に団体交渉に対応することを求められ、これを拒否すれば救済命令（同法２

７条の１２）の名宛人となり、不当労働行為の責任主体として不当労働行為に

よって生じた状態を回復すべき公法上の義務を負担し、確定した救済命令（同

法２７条の１３）を履行しなければ過料の制裁（同法３２条）を受ける立場に

おかれる。これらのことからすると、原告が主張する上記解釈は、雇用関係に

よる限定を超え、「使用者」の外延を不明確にするものといわざるを得ないか

ら、採用することができない。 

３ 参加人が本件組合員の労組法７条の「使用者」に該当するか否か（本件争点）

について 

⑴ ①就労状況に照らし、雇用関係に近似した関係が成立していると認められる

場合、すなわち、派遣先等が交渉事項について現実的、具体的な支配をしてい

ると認められる場合に該当するか否かについて 

ア 本件団交申入れにおける交渉事項は、参加人において、２８.３.２３確認

書に基づき、Ｃ７会社又はＣ８会社で働く本件組合員を参加人の正規労働者

として無条件で移籍（転籍）させることであり（認定事実⑶エ、キ）、雇用関

係の存在を前提としてその労働条件等を交渉しようとするものではなく、ま

さに雇用ないしその条件そのものを問題とするものといえる。そうすると、
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このような団交事項との関係で参加人が雇用主と部分的とはいえ同視するこ

とができる程度に現実的かつ具体的に支配していたといえるためには、本件

組合員を採用し、雇用を継続するか否かを中心とする雇用そのものについて、

雇用主と同視できるような関係があったことが必要であると解すべきである。 

イ これを本件についてみるに、Ｃ７会社は参加人の指定事業体であること（認

定事実⑴ア(ｲ)）、同社の代表取締役は参加人からの出向社員であること（認

定事実⑴ア(ｵ)）、別件地位確認訴訟判決において当時の同社の取締役全員が

参加人の職員であったと認定されていること（認定事実⑷イ(ｶ)）、参加人の

職員がＣ７会社の職員に対して日常の業務内容についての指導や注意を行い、

出勤時間等を通知していたこと（認定事実⑴ア(ｶ)）が認められる。 

しかし、これらをもって参加人が、本件組合員を採用し、雇用を継続する

か否かを中心とする雇用そのものについて、Ｃ７会社と同視できるような具

体的な関与等をしたとはいえず、参加人に雇用主と同視できるような関係が

あったとは認められない。 

ウ(ｱ) 参加人が原告との間で２８.３.２３確認書を締結し、その内容が、参加

人が原告に対して「指定事業体からの職員採用に関しては、平成２８年度

から平成３０年度まで、毎年度約１２０名の採用を実施するよう努力する。」

ことを確認するものであったことが認められる（認定事実⑵ウ(ｱ)）。 

しかし、２８.３.２３確認書は、「努力する」との文言からすると、これ

をもって参加人が本件組合員を雇用する義務を負うことを定めたものと解

することはできない。また、２８.３.２３確認書が締結された当時の状況

をみても、本件組合員の参加人への移籍（転籍）に関しては、原告の上部

団体であるＡ１組合が加盟するＡ８労連が、従前から、参加人を含む４協

会の指定事業体職員の直接雇用を求めており、参加人に対し、地域職員制

度につき、採用試験の実施や地域職員の賃金が正規職員よりも低いことな

どを問題視して中止を申し入れ、Ｂ１法人に対しても、直接雇用に際して
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採用者の労働条件は正規職員と同一とするよう申入れをしていたところ、

原告も、そのような方針に沿って、参加人に対し、一貫して無条件での移

籍（転籍）を主張し（認定事実⑴イ、ウ(ｷ)、(ｺ)、(ｻ)、⑵ア(ｱ)、イ(ｳ)、

(ｹ)）、これに対し、参加人は、地域職員制度による採用を主張していたの

であるから（認定事実⑴ウ(ｲ)、(ｴ)、(ｵ)、(ｹ)、⑵イ(ｳ)、(ｹ)）、２８.３.

２３確認書は、少なくとも、本件組合員が参加人に移籍（転籍）する場合

の採用条件について合意に達した上で締結されたものとは認められない。

そして、このことは、２８.３.２３確認書において上記採用条件に関する

記載が一切ないことからも裏付けられているといえる。 

そうすると、２８.３.２３確認書が締結された当時の状況からしても、

参加人が、２８.３.２３確認書の「努力する」との文言を超えて、原告に

対し、本件組合員を直接雇用する義務を負う旨の意思表示をしたと認める

ことはできず、２８.３.２３確認書は、その文言のとおり、参加人が指定

事業体から毎年度約１２０名の職員を採用することにつき努力することを

確認したものにとどまるものと解される。 

したがって、２８.３.２３確認書が締結されたことをもって、参加人が、

本件組合員を採用し、雇用を継続するか否かを中心とする雇用そのものに

ついて、Ｃ７会社と同視できるような具体的な関与等をしたとはいえず、

参加人に雇用主と同視できるような関係があったとは認められない。 

(ｲ) この点、原告は、２８.３.２３確認書について、①原告は交渉過程で参

加人の主張する地域職員制度を前提とした採用を拒否しており、採用試験

を実施するなどの条件が何ら付されていないため、地域職員制度を前提と

しない無条件での採用を確認したものであり、②参加人との間で締結され

たため採用対象者には本件組合員が当然に含まれ、③「努力」の文言は実

行することを意味する上、採用を前提として採用条件や労働条件は別途協

議すれば足りるところ、当該協議の成立も見込まれ、④具体的な採用の時
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期、人数の合意もあるから、参加人が原告に対し、具体的に本件組合員の

直接雇用を約束するものであったと主張する。 

しかし、上記①については、平成２６年１２月から平成２８年３月３日

の時点までの約１年３か月もの間一貫して地域職員制度（地域限定職員制

度）に基づく採用を主張していた参加人が（認定事実⑴ウ(ｲ)、(ｴ)、(ｵ)、

(ｹ)、⑵イ(ｳ)、(ｹ)）、２８.３.２３確認書の締結前のわずか約３週間とい

う短期間で従前の方針を撤回し、賃金等の経済的負担が増加すると考えら

れる（認定事実⑴ウ(ｺ)）無条件での移籍（転籍）に合意したとは考え難い

し、仮に参加人がそのような合意をしたのであれば、雇用条件の重要性や

双方が激しく対立していたことからすると、２８.３.２３確認書において

当該合意の存在を明文化することが自然かつ合理的と考えられるが、前記

(ｱ)のとおり、そのような記載は見当たらない。 

上記②についても、仮に本件組合員を採用対象者とすることについて合

意していたのであれば、２８.３.２３確認書においてその旨を明記すれば

足り、そのことにつき特段支障も見当たらないが、２８.３.２３確認書に

はその旨の記載がないことからすると、本件組合員を採用対象者とするこ

とについての合意があったとは認めることができない。 

上記③のうち、採用条件の合意の見込みがあったとの主張については、

前記(ｱ)のとおり本件組合員の参加人への移籍（転籍）に係る採用条件に関

して原告と参加人との間で激しく主張が対立していたことと整合しないし、

その余の主張は、原告の独自の見解に基づくものというほかない。 

上記④については、参加人が採用を「努力する」ものとしているにすぎ

ない以上、「平成２８年度から平成３０年度まで、毎年度約１２０名」の特

定のみをもって、参加人が具体的な雇用義務を負うことを認めたものと解

することはできない。 

したがって、２８.３.２３確認書は、参加人が原告に対し本件組合員の
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直接雇用を約束するものとはいえない。 

また、原告は、２８.３.２３確認書について、仮に参加人が雇用の努力

義務を負うにとどまるとしても、文書で約束している以上はいかなる努力

をしたかや採用の具体的結果、採用人員が確認書記載のとおり達成できな

かった理由等につき参加人が団体交渉を拒否することは禁反言の法理に照

らして許されない旨主張する。 

原告の主張は、組合との間でその組合員を採用することにつき努力義務

を定めた文書を作成した当事者は当然に団体交渉に応じる義務を負うとの

趣旨と解されるが、前記２⑵のとおり、そのような解釈は、雇用関係によ

る限定を超え、「使用者」の外延を不明確にするものといわざるを得ない。 

よって、原告の主張をいずれも採用することはできない。 

エ 参加人は、原告との間で、２８.３.２３確認書の締結と同じ日付で、両者

が「Ｃ７会社の労働問題について、金壱億円の「解決金」をもって和解する。」

と記載された２８.３.２３和解書を締結した上、同日、原告に対して１億円

を解決金として支払ったこと（認定事実⑵ウ(ｲ)）、原告らは、参加人がその

指定事業体であるＣ７会社の労働者の労働条件について雇用主と同視できる

程度に現実的かつ具体的に支配しており、同社の職員に対する配置転換等や

Ｃ７会社に対する労働基準監督署からの是正勧告に関する参加人の団体交渉

申入れ拒否などが不当労働行為であるとして、参加人及びＣ７会社を被申立

人とする救済申立てをしていたが、２８.３.２３和解書の締結及びこれに基

づく解決金の支払から間もなく同申立てを取り下げたこと（認定事実⑵イ(ｸ)、

⑷ア(ｲ)）が認められる。 

これらのことからすると、参加人は、少なくとも、上記救済申立ての取下

げに関し、別法人であるＣ７会社の労働問題に関し、１億円もの相当高額と

いえる和解金を原告に支払うなどしたことが認められるが、２８.３.２３和

解書において、参加人が本件組合員の労組法上の使用者に該当することを確
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認する記載はなく、上記「Ｃ７会社の労働問題」の具体的な内容についても、

２８.３.２３和解書に記載がなく、その文言自体からは明らかといえない。 

また、２８.３.２３和解書の締結及びこれに基づく解決金の支払に関する

経過をみても、参加人は、本件組合員とは労使関係にないことを理由として、

原告側から求められた原告とＣ７会社との面会への同席（認定事実⑵ア(ｲ)）

や本件組合員の参加人への移籍に関する直接の団体交渉（同イ(ｲ)）、労働基

準監督署からＣ７会社に対する是正勧告に関する直接の団体交渉及び原告と

Ｃ７会社との労使紛争において指導的役割を果たすこと（同(ｵ)）をいずれも

拒否し、参加人名古屋支部の担当者が原告とＣ７会社との団体交渉に出席し

ているものの、参加人が派遣先としてなすべき回答をした後は速やかに退席

したこと（認定事実⑵イ(ｱ)）が認められ、これらを踏まえると、参加人は、

一貫して、自らが本件組合員の労組法上の使用者には該当しないことを前提

とする対応をしていたといえる。 

そうすると、参加人が、２８.３.２３和解書の記載内容を超えて、自らを

労組法７条の「使用者」と認識し、当該地位に基づいて２８.３.２３和解書

の締結及びこれに基づく解決金の支払をしたとは考え難く、これをもって参

加人が、本件組合員の雇用そのものについて、雇用主であるＣ７会社と同視

することができるような関係にあったと認めることはできない。 

オ 原告のＡ９委員長又はＡ11副委員長が、参加人のＢ３労務部長に対し、㋐

Ｃ７会社が名古屋南労働基準監督署から是正勧告を受けた未払割増賃金に係

る提案には応じられない旨を伝え、㋑Ｃ７会社による未払割増賃金に関する

説明には誤りがあると主張し、㋒Ｃ７会社の団体交渉における未払割増賃金

に関する計算書や新賃金体系の提案に係る対応について不満を述べたこと、

また、Ｂ３労務部長が原告のＡ11副委員長に対してＣ７会社の未払割増賃金

の遡及払に関する提案を伝えたことが認められる（認定事実⑷ア(ｳ)）が、他

方で、上記未払割増賃金の問題については、原告と参加人との間で締結され
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た２８.３.２３和解書とは別に、原告とＣ７会社との間で２８.３.２３Ｃ７

確認書が締結され、労使協議の上誠意をもって対応することが確認されてい

たこと（認定事実⑵ウ(ｳ)）や、Ｂ３労務部長からの上記連絡の後は、原告と

Ｃ７会社との間で団体交渉が行われるなどした結果、未払割増賃金の問題は

解決に至っていること（認定事実⑷ア(ｴ)、(ｵ)）も認められる。 

これらの各事情を踏まえると、Ｃ７会社による未払割増賃金の問題は、原

告とＣ７会社との間で、交渉により解決されるべきものと合意された上、団

体交渉等によって合意に至り、解決したものといえる。参加人のＢ３労務部

長は、飽くまでも、当該交渉当初の段階で、原告側からの不満等の連絡に応

対したため、やむを得ず、Ｃ７会社側からの提案を伝える取次役を果たした

にすぎない。そうすると、Ｂ３労務部長の上記対応をもって、参加人がＣ７

会社を現実的かつ具体的な支配をし、上記問題に積極的に介入したものと評

価することはできない。 

カ その他、本件において、参加人が、本件組合員を採用し、雇用を継続する

か否かを中心とする雇用そのものにつき、雇用主と部分的とはいえ同視でき

るような関係があったことを認めるに足りる証拠はない。 

したがって、参加人について、Ｃ７会社又はＣ８会社で働く本件組合員を

参加人の正規労働者として無条件で移籍（転籍）させるという本件団交申入

れにおける交渉事項に関し、雇用主と部分的とはいえ同視することができる

程度に現実的かつ具体的な支配力を有していたと認めることはできない。 

⑵ ２８.３.２３確認書に基づき、②雇用関係に隣接した関係が成立していると

認められる場合、すなわち、近い将来において労働者と雇用関係が成立する現

実的かつ具体的な可能性がある場合に該当するといえるか否かについて 

ア 参加人は、原告との間で、参加人が原告に対して「指定事業体からの職員

採用に関しては、平成２８年度から平成３０年度まで、毎年度約１２０名の

採用を実施するよう努力する。」ことを確認する２８.３.２３確認書を締結し
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ている（認定事実⑵ウ(ｱ)）。 

しかし、前記⑴ウ(ｱ)のとおり、２８.３.２３確認書は、参加人が指定事業

体から毎年度約１２０名の職員を採用することにつき努力することを確認し

たものにとどまるものと解される。加えて、平成２７年１０月頃の指定事業

体の人員数は、９４４名とされており（認定事実⑴ウ(ｹ)）、２８.３.２３確

認書のとおり、平成２８年度から平成３０年度までの３年間に毎年度指定事

業体から約１２０名の職員採用が実施されたとしても、その合計人数（約３

６０名）を遥かに上回っていることからすると、２８.３.２３確認書が本件

組合員を上記指定事業体からの職員採用対象者に含むことを確認したものと

認めることはできない。そうすると、参加人は、２８.３.２３確認書によっ

て、原告に対し、平成２８年度から平成３０年度までに指定事業体から毎年

度一定人数の職員を採用することについて努力するべき立場におかれたにす

ぎず、仮に当該職員の採用を実施するとしても、本件組合員を採用するか否

かについては、その裁量に基づき決定することができたというべきである。 

よって、２８.３.２３確認書は、参加人が原告に対して本件組合員の直接

の雇用関係締結を約束したものとはいえず、近い将来において、参加人が本

件組合員を雇用することによって参加人と本件組合員との間に雇用関係が成

立する現実的かつ具体的な可能性があったとは認められない。 

イ なお、原告は、Ａ８労連が指定事業体の職員を４協会で直接雇用するよう

運動を展開する中で、原告と参加人が交渉を重ね、２８.３.２３確認書を締

結するに至ったという業界全体ないし原告と参加人との間における労使関係

の一連の展開に着目すれば、指定事業体を巡る問題は労使自治に基づいて解

決に近づいていたとみることができるから、参加人は、本件組合員との間に

「近い将来において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存する

者」といえる旨主張する。 

(ｱ) しかし、前記⑴ウ(ｱ)のとおり、２８.３.２３確認書が締結された当時の
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状況をみても、２８.３.２３確認書は、少なくとも、本件組合員が参加人

に移籍（転籍）する場合の採用条件について合意に達した上で締結された

ものとは認められない。 

そうすると、前記⑴ウ(ｲ)（③）で述べたところと同様に、２８.３.２３

確認書が締結された当時、上記採用条件に関する原告と参加人との間の主

張の対立が解決に近づいていたとは認められないから、これを前提とする

原告の主張を採用することはできない。 

(ｲ) したがって、原告のその余の主張を踏まえても、原告と参加人が２８.

３.２３確認書を締結したことにより、原告と参加人との間に雇用関係に隣

接した関係が成立していると認められる場合、すなわち、近い将来におい

て労働者と雇用関係が成立する現実的かつ具体的な可能性がある場合に該

当するとは認められない。 

⑶ 労働者派遣法４０条の６が定める労働契約の申込みみなし制度に基づき、②

雇用関係に隣接した関係が成立していると認められる場合、すなわち、近い将

来において労働者と雇用関係が成立する現実的かつ具体的な可能性がある場合

に該当するといえるか否かについて 

ア 本件団交申入れの時点において、参加人は、本件組合員のうちＣ７会社の

職員に対し、労働者派遣法４０条の６第１項５号及び本文に基づき、労働契

約の申込みをしていたものとみなされ、その効力が存続しており、派遣労働

者である当該職員がこれに対する承諾の意思表示をすれば両者の間に雇用関

係が成立する状態にあったことが認められる（認定事実⑷イ(ｶ)）。 

ところで、上記の労働者派遣法４０条の６が定める労働契約の申込みみな

し制度は、違法な労働者派遣の是正に当たって、派遣労働者の希望を踏まえ

つつ雇用の安定が図られるようにするため、同条１項各号に該当する行為が

行われた場合、当該行為を行った時点において、労働者派遣の役務の提供を

受ける者が派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなす制度で
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あり、その趣旨は、善意無過失の場合を除き、違法な労働者派遣を受け入れ

た者にも責任があり、そのような者に民事的な制裁を科すことにより、労働

者派遣法の規制の実効性を確保することにあるものと解するのが相当であり、

労働者の希望を的確に反映するために、当該行為が行われた場合に労働者派

遣の役務の提供を受けた者との間に直ちに労働契約を成立させるのではなく、

その成立を労働者の承諾の意思表示に係らしめることで、労働者に対して派

遣元との従前の労働契約の維持と派遣先との新たな労働契約の成立との選択

権を付与したものであるといえる。そして、労働者派遣法４０条の６第１項

に基づくみなし申込みに対する承諾の意思表示は、このような選択権の行使

の結果として派遣先との間に新たな労働契約を成立させるものであるから、

通常の労働契約締結における承諾の意思表示と基本的には異なるものではな

いというべきである。 

そうすると、労働者派遣法４０条の６第１項５号及び本文に基づき、労働

契約の申込みをしていたものとみなされ、その効力が存続している場合にお

いては、派遣労働者が、これに対する承諾の意思表示をすれば、両者の間に

雇用関係が成立する状態にはあるが、将来における労働者による選択権の行

使の結果によっては、派遣先との間に新たな労働契約が成立しないこととな

る可能性も存することになる。 

もっとも、派遣元との従前の労働契約の維持と派遣先との新たな労働契約

の成立との選択権を付与された労働者が組合に所属している場合において、

当該組合が、派遣先に対し、そのような新たな労働契約の成立を前提として、

その労働条件を交渉事項とする団体交渉の申入れをしたときには、通常は、

当該労働者が、近い将来において派遣先との間に新たな労働契約を成立させ

ることを想定しつつも、派遣労働者がみなし申込みを承諾することにより成

立する派遣先との間の労働契約は、派遣先が当該みなし申込みに係る行為を

行った「その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件」
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（同法４０条の６第１項柱書。派遣元における労働条件と同一の労働条件）

を内容とする労働契約であることから、その労働条件について団体交渉をし

ようとしているものと解するのが自然かつ合理的といえる。そして、このよ

うな場合には、近い将来において労働者による承諾の意思表示がされ、労働

契約が成立する現実的かつ具体的な可能性の存在が推認され、参加人は、近

い将来において雇用関係が成立する現実的かつ具体的な可能性がある場合に

該当するものとして、労組法７条の「使用者」に該当するというべきである。 

これを本件についてみるに、本件団交申入れにおける交渉事項は、参加人

において、２８.３.２３確認書に基づき、Ｃ７会社又はＣ８会社で働く本件

組合員を参加人の正規労働者として無条件で移籍（転籍）させることとされ

ている（認定事実⑶エ、キ）。その内容は、雇用条件につき、新規採用によら

ず移籍（転籍）とする点において、上記の労働契約のみなし申込みに対する

承諾がされた場合とは相違している。現に、原告は、本件組合員が参加人に

雇用された場合、移籍（転籍）を前提として、指定事業体において取得した

有給休暇が引き継がれることを求めている。また、労働条件についてみても、

前記⑴ウ(ｱ)のとおり、原告の上部団体であるＡ１組合が加盟するＡ８労連は、

Ｂ１法人に対し、４協会の指定事業体職員の直接雇用を求め、直接雇用に際

して採用者の労働条件は正規職員と同一とするよう申入れをし、原告も、そ

のような方針に沿って、参加人に対し、一貫して、本件組合員につき、参加

人の正規職員と同一の労働条件による雇用を求めていたところ、本件団交申

入れの交渉事項も、これと同趣旨の無条件での移籍（転籍）とされているこ

とからすると、派遣元における労働条件と同一の内容とはしていない点にお

いて、上記の労働契約のみなし申込みに対する承諾がされた場合とは異なる

（なお、Ａ11副委員長は、本件団交申入れ以前に、指定事業体の職員の参加

人への移籍（転籍）につき、当初から参加人の労働条件によることができな

くても協議の余地がある旨述べている（認定事実⑶イ）が、本件団交申入れ



- 50 - 

において、交渉事項にはそのような記載がない以上、原告が参加人に求めた

労働条件は上記のとおりであったというべきである。）。 

これらのことからすると、本件団交申入れに係る交渉事項については、派

遣先である参加人との間に、派遣元であるＣ７会社におけるのと同一の労働

条件を内容とする労働契約を新たに成立させることを前提とするものと解す

ることはおよそ困難であり、むしろ、そのような労働契約の成立を否定する

ものと解することが合理的といえる。よって、本件団交申入れについては、

本件労働契約のみなし申込みを承諾することにより新たに成立する労働契約

を前提とし、その労働条件について団体交渉をしようとするものと解するこ

とはできない。そうすると、本件団交申入れの時点において、近い将来にお

いて、本件組合員のうちＣ７会社の職員により、労働者派遣法４０条の６第

１項５号及び本文に基づく参加人による本件労働契約のみなし申込みに対し

て承諾の意思表示がされ、参加人との間で労働契約が成立する現実的かつ具

体的な可能性があったとは認められない。 

イ なお、原告は、労働契約申込みみなし制度が、偽装請負などの「法違反の

是正方法として派遣先で雇用させることが、派遣先の法違反への関与実態等

からしても妥当であるもの」を対象に申込みをみなすものとした制度である

ことからしても、みなし申込みが存在する場合には、直接雇用の原則に回帰

すべき派遣先が直接雇用をすべき立場にあり、直接雇用後の労働条件等につ

いての団交申入れについて応ずべき立場にある旨主張する。 

しかし、前記アのとおり、労働者派遣法４０条の６が定める労働契約の申

込みみなし制度は、違法な労働者派遣の是正に当たり、派遣労働者の希望を

踏まえつつ雇用の安定が図られるようにするとの趣旨に基づき、労働者に対

して派遣元との従前の労働契約の維持と派遣先との新たな労働契約の成立と

の選択権を付与したものである。本件のように、派遣先との間に派遣元にお

けるのと同一の労働条件を内容とする労働契約を新たに成立させることを前
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提とするものと解することはおよそ困難であり、むしろ、そのような労働契

約の成立を否定するものと解されるような場合については、当該選択権の行

使としての承諾の意思表示がされないことが明らかである以上、これにより

近い将来において労働者と雇用関係が成立する現実的かつ具体的な可能性が

あるとはいえず、このような場合についてまで、派遣先が、労組法７条の「使

用者」に該当するとして、直接雇用後の労働条件等につき、団体交渉応諾義

務を負うということはできないというべきである。 

ウ また、原告は、①客観的に近い将来において派遣労働者との間に雇用関係

が成立する可能性が現実的かつ具体的に存し、かつ採用後の労働条件等に関

する申入れであるにもかかわらず、みなし申込みを前提にした申入れについ

ては使用者性が認められ、そうでない団交申入れについては使用者性が否定

されるのは、不合理であり、②原告が偽装請負状態にあり申込みがみなされ

ている状態にあることを認識できないまま本件団交申入れをしたのは、参加

人が、労働者が知り得ない参加人とＣ７会社との間の契約形式について偽装

請負を隠蔽するという労使間の信義に悖る行為をしたためであり、これによ

り参加人が団体交渉に応ずべき立場を免れることになるのは不当である旨主

張する。 

しかしながら、上記①については、みなし申込みを前提としない団交申入

れについては、雇用関係が成立する余地がないのであるから、みなし申込み

を前提とした団交申入れと異なり、使用者であることを認められないとして

も、不合理とはいえない。 

また、上記②については、原告が、参加人の労働契約のみなし申込みの効

力が存続していたさ中（後記⑸のとおり平成２９年４月１日の到来まで存続

している。）、本件初審命令に係る審理において、平成２９年３月１７日付け

主張書面により、労働者派遣法４０条の６が定める労働契約のみなし申込み

の発生可能性に言及していることからすれば、少なくとも、本件組合員の代
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理人であったと主張する原告において、申込みみなし制度や偽装請負の存在

を認識し意識していたと認められる（平成２９年法律第４４号による改正前

の民法１０１条１項参照）。したがって、原告の主張は前提を欠き、採用する

ことができない。 

⑷ 直接雇用の要求が、労働者派遣法４０条の６が定める本件労働契約のみなし

申込みに対する承諾の意思表示に該当し、これに基づき雇用契約が成立したと

いえるか否かについて 

ア 原告は、本件団交申入れ等において原告が本件組合員を代表して行った要

求の本質は直接雇用であり、本件組合員は直接雇用後の労働条件を採用時の

絶対条件とせず、これを直接雇用の実現後に交渉する意思を有していたとし、

参加人と本件組合員との間において労務提供及び賃金支払の点で意思表示が

合致して雇用契約が成立しており、直接雇用の要求を承諾の意思表示と評価

することができる旨主張する。 

イ しかしながら、前記⑶アのとおり、本件団交申入れに係る交渉事項は、本

件労働契約のみなし申込みを承諾することにより新たに成立する労働契約を

前提とし、その労働条件について団体交渉しようとするものではないから、

本件団交申入れ等を本件労働契約のみなし申込みに対する承諾の意思表示と

評価することはできない。 

よって、原告の前記アの主張を採用することはできない。 

⑸ 本件組合員から改めて労働者派遣法４０条の６が定める労働契約のみなし申

込みに対する承諾の意思表示がなされ、その時点においても同規定の適用があ

り、これに基づき雇用契約が成立したといえるか否かについて 

ア 労働者派遣法４０条の６が定める労働契約の申込みみなし制度は、善意無

過失の場合を除き、違法な労働者派遣を受け入れた者にも責任があり、その

ような者に民事的な制裁を科すことにより、労働派遣法の規制の実効性を確

保することにあるから、同条２項が定める承諾期間の始期である「同項に規
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定する行為が終了した日」の「同項に規定する行為」とは、労働者派遣の役

務の提供を受ける者が民事的な制裁をもってその責任を問われる原因となる

自らの違反行為をいうものと解される。 

参加人は、平成２８年４月１日、Ｃ７会社との間で労働者派遣契約を締結

し、従前の業務委託契約を終了させて、いわゆる偽装請負の状態を解消して

おり（認定事実⑷イ(ｵ)）、その後、みなし申込みは発生しておらず、参加人

による最後のみなし申込みは、平成２８年３月３１日にされたことになるか

ら、その効力は、同日から１年を経過した平成２９年４月１日の到来をもっ

て消滅したことになる（労働者派遣法４０条の６第２項）。 

イ 原告は、偽装請負を適法な派遣に変更することは、それまで派遣労働者で

はなかったものを新たに労働者派遣の対象とするのであるから、派遣労働者

の同意を得なければならず、派遣労働者の同意は、指揮命令権の譲渡に対す

るものであるため、当該同意なくして、派遣先は、派遣労働者に対する指揮

命令権を取得し、行使することはできず、派遣労働者の同意を欠くために適

法かつ有効な労働者派遣とならない以上、なお偽装請負の労働者派遣法違反

は終了しておらず、みなし申込みは、契約形式を労働者派遣に変更した平成

２８年４月１日以降も継続しており、本件組合員が改めて承諾の意思表示を

した平成２９年１０月３１日の時点においても、参加人から本件組合員に対

する直接雇用の申込みがみなされている状態にあったため、同時点で参加人

と本件組合員との間に雇用契約が成立している旨主張する。 

しかしながら、労働者派遣法上、派遣労働者の承諾を得なければならない

とされているのは、派遣元であって（同法３２条、３４条）、派遣先ではなく、

この点をとらえて派遣先の責任を問うことができるとはいえないから、派遣

労働者の承諾がないことはみなし申込みの継続を認める根拠とはならない上、

労働者派遣法における「労働者派遣」には同法に違反する労働者派遣も含ま

れるものと解され、同法４０条の６第１項５号の「労働者派遣」のみについ
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てこれと異なる意味に解すべき理由もないから、労働者派遣に契約形式が変

更された平成２８年４月１日以降は、同号の要件を満たさず、みなし申込み

は発生していないというべきである。 

したがって、本件組合員が承諾の意思表示をした平成２９年１０月３１日

の時点では、みなし申込みの効力は消滅しているから、同時点で、参加人と

本件組合員との間に雇用契約は成立しない。 

⑹ 参加人が本件組合員の労組法７条の「使用者」に該当するか否かについて 

以上のとおり、参加人は、①就労状況に照らし、雇用関係に近似した関係が

成立していると認められる場合、すなわち、派遺先等が交渉事項について現実

的、具体的な支配をしていると認められる場合に該当するとはいえず、また、

②雇用関係に隣接した関係が成立していると認められる場合、すなわち、近い

将来において労働者と雇用関係が成立する現実的かつ具体的な可能性がある場

合に該当するともいえないから、参加人が本件組合員の労組法７条の「使用者」

に該当するとは認められない。 

したがって、参加人は本件組合員の労組法上の使用者ということはできない

として本件再審査申立てを棄却した本件命令は相当である。 

第４ 結論 

以上によれば、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文

のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第１９部 
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